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提 案 理 由 

地方税法施行令の一部改正等に伴い、富士見市国民健康保険税条例の一部を改正し

たいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出します。  



 

富 士 見 市 国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

 

第１条 富士見市国民健康保険税条例（昭和３２年条例第１号）の一部を次のように

改正する。 

  第２条第２項ただし書中「５２万円」を「５４万円」に改め、同条第３項中「所

得割額及び」を「所得割額並びに」に改め、同項ただし書中「１７万円」を「１９

万円」に改め、同条第４項中「所得割額及び」を「所得割額並びに」に改める。 

  第３条の見出し中「所得割額」を「基礎課税額の所得割額」に改め、同条第１項

中「１００分の５．９」を「１００分の６」に改める。 

第４条の見出し中「資産割額」を「基礎課税額の資産割額」に改め、同条中  

「１００分の３３．０」を「１００分の２２」に改める。 

  第５条の見出し中「被保険者均等割額」を「基礎課税額の被保険者均等割額」に

改め、同条中「被保険者」を「国民健康保険の被保険者」に、「、１１，０００円」

を「１６，１００円」に改める。 

  第５条の２の見出し中「世帯別平等割額」を「基礎課税額の世帯別平等割額」 

に改め、同条第１号中「被保険者」を「国民健康保険の被保険者」に、 

「１６，０００円」を「１０，８００円」に改め、同条第２号中「８，０００円」

を「５，４００円」に改め、同条第３号中「１２，０００円」を「８，１００円」

に改める。 

  第６条中「賦課期日の属する年の前年の所得」を「国民健康保険の被保険者」に

改める。 

第６条の２中「被保険者」を「国民健康保険の被保険者」に、「６，０００円」

を「７，０００円」に改める。 

第７条の見出し中「所得割額」を「介護納付金課税額の所得割額」に改め、同条

中「１００分の１．０」を「１００分の１．２」に改める。 

第７条の２の見出し中「被保険者均等割額」を「介護納付金課税額の被保険者均

等割額」に改め、同条中「９，６００円」を「１０，６００円」に改める。 

  第１１条第３項中「次項まで」を「この項及び次項」に改め、同条第５項中「属

する被保険者」を「属する国民健康保険の被保険者」に改め、同条第６項中「属



する被保険者」を「属する国民健康保険の被保険者」に、「により被保険者」を

「により国民健康保険の被保険者」に改める。 

  第１９条各号列記以外の部分中「５２万円」を「５４万円」に、「１７万円」を

「１９万円」に改め、同条第１号ア中「被保険者均等割額 被保険者」を「基礎課

税額の被保険者均等割額 国民健康保険の被保険者」に、「 ７，７００円」を

「１１，２７０円」に改め、同号イ中「世帯別平等割額」を「基礎課税額の世帯別

平等割額」に改め、同号イ(ア)中「１１，２００円」を「７，５６０円」に改め、

同号イ(イ)中「５，６００円」を「３，７８０円」に改め、同号イ (ウ)中 

「８，４００円」を「５，６７０円」に改め、同号ウ中「被保険者（」を「国民健

康保険の被保険者（」に、「  ４，２００円」を「４，９００円」に改

め、同号エ中「被保険者均等割額」を「介護納付金課税額の被保険者均等割額」 

に、「 ６，７２０円」を「７，４２０円」に改め、同条第２号中「被保険者及び」

を「国民健康保険の被保険者及び」に改め、同号ア中「被保険者均等割額 被保険

者」を「基礎課税額の被保険者均等割額  国民健康保険の被保険者」に、 

「 ５，５００円」を「８，０５０円」に改め、同号イ中「世帯別平等割額」を

「基礎課税額の世帯別平等割額」に改め、同号イ(ア)中「８，０００円」を 

「５，４００円」に改め、同号イ(イ)中「４，０００円」を「２，７００円」に改

め、同号イ(ウ)中「６，０００円」を「４，０５０円」に改め、同号ウ中

「被保険者（」を「国民健康保険の被保険者（」に、「 ３，０００円」を 

「３，５００円」に改め、同号エ中「被保険者均等割額」を「介護納付金課税額の

被保険者均等割額」に、「 ４，８００円」を「５，３００円」に改め、同条第３

号中「被保険者及び」を「国民健康保険の被保険者及び」に改め、同号ア中「被保

険者均等割額 被保険者」を「基礎課税額の被保険者均等割額 国民健康保険の被

保険者」に、「 ２，２００円」を「３，２２０円」に改め、同号イ中「世帯別平

等割額」を「基礎課税額の世帯別平等割額」に改め、同号イ(ア)中「３，２００円」

を「２，１６０円」に改め、同号イ(イ)中「１，６００円」を「１，０８０円」に

改 め 、 同 号 イ ( ウ ) 中 「 ２ ， ４ ０ ０ 円 」 を 「 １ ， ６ ２ ０ 円 」

に改め、同号ウ中「被保険者（」を「国民健康保険の被保険者（」に、 

「 １，２００円」を「１，４００円」に改め、同号エ中「被保険者均等割額」を

「介護納付金課税額の被保険者均等割額」に、「 １，９２０円」を「２，１２０



円」に改める。 

  第１９条の２中「次号」を「次号及び第３号」に改める。 

 附則第３項中「配当所得等を有する」を「上場株式等の配当等に係る配当所得

等を有する」に改める。 

  附則第４項中「第３条第２項」を「同条第２項」に改める。 

第２条 富士見市国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項中「１００分の６」を「１００分の６．４４」に改める。 

  第４条中「１００分の２２」を「１００分の１１」に改める。 

  第５条中「１６，１００円」を「２１，８００円」に改める。 

  第５条の２第１号中「１０，８００円」を「６，０００円」に改め、同条第２号

中「５，４００円」を「３，０００円」に改め、同条第３号中「８，１００円」を

「４，５００円」に改める。 

  第６条の２中「７，０００円」を「８，０００円」に改める。 

  第７条中「１００分の１．２」を「１００分の１．４」に改める。 

  第７条の２中「１０，６００円」を「１１，６００円」に改める。 

  第１９条第１号ア中「１１，２７０円」を「１５，２６０円」に改め、同号イ

(ア)中「７，５６０円」を「４，２００円」に改め、同号イ(イ)中「３，７８０円」

を「２，１００円」に改め、同号イ(ウ)中「５，６７０円」を「３，１５０円」 

に改め、同号ウ中「４，９００円」を「５，６００円」に改め、同号エ中 

「７，４２０円」を「８，１２０円」に改め、同条第２号ア中「８，０５０円」を

「１０，９００円」に改め、同号イ(ア)中「５，４００円」を「３，０００円」に

改め、同号イ(イ)中「２，７００円」を「１，５００円」に改め、同号イ(ウ)中

「４，０５０円」を「２，２５０円」に改め、同号ウ中「３，５００円」を 

「４，０００円」に改め、同号エ中「５，３００円」を「５，８００円」に改め、

同条第３号ア中「３，２２０円」を「４，３６０円」に改め、同号イ(ア)中 

「２，１６０円」を「１，２００円」に改め、同号イ(イ)中「１，０８０円」を

「６００円」に改め、同号イ(ウ)中「１，６２０円」を「９００円」に改め、同号

ウ中「１，４００円」を「１，６００円」に改め、同号エ中「２，１２０円」を

「２，３２０円」に改める。 

第３条 富士見市国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 



第２条第２項中「及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額」を

「並びに被保険者均等割額」に改める。 

  第３条第１項中「（以下」を「（第５条及び第７条において」に、「１００分の

６．４４」を「１００分の６．９５」に改める。 

  第４条を削る。 

第５条中「２１，８００円」を「２８，３００円」に改め、同条を第４条とする。 

  第５条の２を削り、第６条を第５条とする。 

第６条の２中「８，０００円」を「９，０００円」に改め、同条を第６条とする。 

第７条中「１００分の１．４」を「１００分の１．６」に改める。 

第７条の２中「１１，６００円」を「１２，６００円」に改める。 

  第１１条第２項中「国民健康保険法」を「国民健康保険法（昭和３３年法律第 

１９２号）」に改める。 

  第１９条各号列記以外の部分中「ア及びイ」を「当該各号ア」に、「、同条第３

項本文」を「及び同条第３項本文」に、「ウ」を「当該各号イ」に、「エ」を「当

該 各 号 ウ 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 号 ア 中 「 １ ５ ， ２ ６ ０ 円 」

を「１９，８１０円」に改め、同号イを削り、同号ウ中「５，６００円」を 

「６，３００円」に改め、同号ウを同号イとし、同号エ中「８，１２０円」を 

「８，８２０円」に改め、同号エを同号ウとし、同条第２号中「特定同一世帯所属

者」を「特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規定により国民健康

保険の被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継

続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）」に改め、同号ア中 

「１０，９００円」を「１４，１５０円」に改め、同号イを削り、同号ウ中 

「４，０００円」を「４，５００円」に改め、同号ウを同号イとし、同号エ中 

「５，８００円」を「６，３００円」に改め、同号エを同号ウとし、同条第３号ア

中「４，３６０円」を「５，６６０円」に改め、同号イを削り、同号ウ中 

「１，６００円」を「１，８００円」に改め、同号ウを同号イとし、同号エ中 

「２，３２０円」を「２，５２０円」に改め、同号エを同号ウとする。 

  附則第３項から附則第１３項までの規定中「第６条」を「第５条」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 



１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第１条及び附則第２項の規定 平成３０年４月１日 

 (2) 第２条及び附則第３項の規定 平成３１年４月１日 

(3) 第３条及び附則第４項の規定 平成３２年４月１日 

 （適用区分） 

２ この条例中第１条の規定による改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、

平成３０年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２９年度分まで

の国民健康保険税については、なお従前の例による。 

３ この条例中第２条の規定による改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、

平成３１年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成３０年度分まで

の国民健康保険税については、なお従前の例による。 

４ この条例中第３条の規定による改正後の富士見市国民健康保険税条例の規定は、

平成３２年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成３１年度分まで

の国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

 


